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２ 公表等 

 

（適格請求書発行事業者の情報の公表方法） 

【答】  

適格請求書発行事業者の情報（登録日など適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項）

は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます（消法 57の２④⑪、消

令 70の５②）。また、適格請求書発行事業者の登録が取り消された場合又は効力を失った場合、

その年月日が「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。具体的な公

表情報及び公表イメージについては、次のとおりです。 

⑴ 法定の公表事項（消法 57の２④⑪、消令 70の５①） 

① 適格請求書発行事業者の氏名※又は名称 

② 法人（人格のない社団等を除きます。）については、本店又は主たる事務所の所在地 

③ 特定国外事業者以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事

務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地 

④ 登録番号 

⑤ 登録年月日 

⑥ 登録取消年月日、登録失効年月日 

※ 個人事業者の氏名について、「住民票に併記されている外国人の通称」若しくは「住民

票に併記されている旧氏（旧姓）」を氏名として公表することを希望する場合又はこれら

を氏名と併記して公表することを希望する場合は、登録申請書の他に、必要事項を記載

した「適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書」をご提出ください。 

なお、住民基本台帳法令の規定により、やむを得ず住民票に旧姓を併記できない場合

には、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書」に戸籍謄本を添付し

て提出することにより、旧姓（氏）での公表をすることができます。 

また、既に公表サイトに氏名が公表されている方についても同様の手続により旧姓（氏）

での氏名の公表が可能です（既に付されている登録番号は変更されませんのでご留意く

ださい。）。 

      （注）１ 住民基本台帳法令の規定により、やむを得ず住民票に旧姓を併記できない場

合とは、例えば、過去に住民票に旧姓を併記する手続を行い、その併記した旧

姓を削除した後、再度、氏に変更（婚姻や離婚）がないにもかかわらず、旧姓

を併記しようとする場合が該当します。 

２ 氏名に代えて旧姓を使用するケースにおいては、「適格請求書発行事業者の

公表事項の公表（変更）申出書」の記載に当たっては、「氏名に代えて公表」

にチェックを入れていただくようお願いします。 

３ e-Taxにより届出書や申出書を提出する場合は、住民票の提出は不要ですが、

戸籍謄本の添付をされる方については、管轄のインボイス登録センターに郵送

いただくようお願いします。 

問 19 適格請求書発行事業者の情報は、どのような方法で公表されますか。【令和５年 10 月改

訂】 
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４ 「住民票への旧姓の併記方法」や「住民票に旧姓を併記できない場合」の詳

細については、お住いの市区町村にお尋ねください。 

⑵ 本人の申出に基づき追加で公表できる事項 

次の①、②の事項について公表することを希望する場合には、必要事項を記載した「適格

請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書」をご提出ください。 

① 個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」 

② 人格のない社団等の「本店又は主たる事務所の所在地」 
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（公表イメージ） 

  ① 法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 個人事業者（公表の申出をしない場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 個人事業者（公表の申出をした場合） 
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（適格請求書発行事業者公表サイト） 

【答】  

「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」では、交付を受けた請求書等に記載された登録

番号を基にして検索する方法により、適格請求書発行事業者の氏名・名称や登録年月日などの

公表情報を確認することができます。 

なお、相手方から交付を受けた請求書等に記載がある登録番号に基づき、検索を行った結果、

該当する公表情報がない場合（交付を受けた請求書等の記載内容と異なる情報が表示される場

合を含みます。）、請求書等に記載された登録番号が誤っている可能性などがありますので、ま

ずは、相手方にご確認いただきますようお願いします。 

（参考） 「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」には、登録番号を基にした検索のほか、

システム間連携のための Web-API機能や公表情報に係るデータのダウンロード機能があ

ります。これらの機能の詳細については、同サイトで仕様公開しておりますので、ご確

認ください。 

  

問 20 適格請求書発行事業者公表サイトでの適格請求書発行事業者の公表情報の確認方法につ

いて教えてください。【令和５年 10月改訂】 
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（登録番号の効率的な確認方法） 

【答】 

登録番号の有効性を効率的に確認する方法として、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイ

ト」の Web-API機能又は公表情報ダウンロード機能を利用する、あるいはこれらの機能に対応

している会計ソフト等を導入するなどの方法が考えられます。 

① Web-API機能 

    利用者の皆様が保有するシステムからインターネットを経由して、簡単なリクエストを送

信していただくことで、指定した登録番号で抽出した情報、指定した期間で抽出した更新（差

分）情報を取得するための、システム間連携インターフェース（データ授受の方式）を提供

するものです。 

② 公表情報ダウンロード機能 

前月末時点に公表しているデータの最新情報を、全件データファイルとして提供するとと

もに、新規に適格請求書発行事業者として登録された事業者の情報のほか、公表情報の変更・

追加や失効年月日等の情報をダウンロードすることができます。 

※ 個人事業者については氏名等の情報を削除して提供しています。 

なお、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」の検索機能（登録番号を利用して適格請求

書発行事業者の情報を表示する機能をいいます。）に対して、いわゆるスクレイピングなど、プ

ログラムを用いて公開している情報を取得する行為については、本サイトの利用規約上禁止し

ています。 

  

問 21 当社は取引先が多いため、登録番号の有効性の確認を効率的に実施したいと考えていま

す。どのような方法がありますか。【令和５年４月追加】【令和５年 10月改訂】 
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（適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果とレシート表記が異なる場合） 

【答】 

適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書（以下「適格請求書等」といいます。）に記

載する氏名・名称については、電話番号等により適格請求書を交付する事業者を特定すること

ができれば、屋号や省略した名称などの記載で差し支えないこととされています（屋号による

記載については、問 55《屋号による記載》をご参照ください。）。 

したがって、その氏名・名称の代わりに屋号が記載された適格請求書等を受領した事業者に

おいては、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で当該適格請求書等に記載された登録番

号を基にして検索したとしても、その結果として表示された事業者が当該適格請求書等に記載

された屋号の事業者と同一であるか明らかとならないことも考えられます。 

この点、本サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている登録番号が取引時点に

おいて有効なものかを確認するために利用されるものであるため、その登録番号の有効性が確

認できれば、一義的には有効な適格請求書等として取り扱うこととして差し支えありません（注）。 

（注） 売手が適格請求書発行事業者以外の者であるにもかかわらず、自らの登録番号と誤認

されるような英数字が記載されているような場合には、当該請求書等は適格請求書等に

該当しないこととなりますが、適格請求書発行事業者以外の者がそうした適格請求書又

は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類を交付することや、

適格請求書発行事業者が偽りの記載をした適格請求書又は適格簡易請求書を交付するこ

と、それらの書類の記載事項に係る電磁的記録を提供することは禁止されており、罰則

（１年以下の懲役又は 50万円以下の罰金）の適用対象となります（消法 57の５、65）。 

また、そうした書類や電磁的記録を受領した事業者において、災害その他やむを得な

い事情により、請求書等の保存をすることができなかったことを証明した場合には、帳

簿や請求書等の保存がなくとも仕入税額控除の適用を受けることが可能です（消法 30⑦

但書）。 

問 21－２ 屋号が記載されたレシート（適格簡易請求書）の交付を受けました。当該レシートに

記載された登録番号に基づき、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」にて検索した結

果、事業者の氏名又は名称のみが表示され、屋号は表示されませんでした。このような場合、

当社は仕入税額控除の適用を受けてよいのでしょうか。【令和６年４月追加】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スーパー○○ 

03-○○○○-○○○○ 

登録番号 T9876543210987 

XX年 11月１日 

 

領収書 

牛肉 ※     2,160 円 

雑貨       3,300 円 

小計       5,460 円 

８%対象 2,160 円 

 10％対象 3,300 円 

※は軽減税率対象 

一

致

せ

ず 
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（参考）適格請求書を発行する事業者における対応例 

国税庁適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果として表示される事業者名とレシートに

表記した屋号等が異なる場合、売手である適格請求書発行事業者において、顧客から問合せを

受けることも考えられます。 

こうした問合せに対する対応としては、例えば、個人事業者については、申出により「主た

る屋号」を公表することが考えられます。 

また、法人については「主たる屋号」の公表ができる仕組みとはなっていませんが、例えば、

レシートに、屋号に加えて「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載されている運営

会社等の名称を併記することや、店頭に「公表サイトには運営会社等の名称（○○(株)）が表

示される」旨を掲示する等の方法によることもご検討ください。 

 

【適格簡易請求書に運営会社名を表示した場合の例】 

 

（適格請求書発行事業者の公表情報の変更等） 

【答】  

適格請求書発行事業者の氏名又は名称、法人の本店所在地などの法定の公表事項に変更があ

った場合は、適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者

登録簿の登載事項変更届出書」を提出する必要があり、これにより、適格請求書発行事業者登

録簿の情報及び公表情報が変更されます（消法 57の２⑧）。 

この場合、法人である適格請求書発行事業者においては、変更事項が「名称」又は「本店又

は主たる事務所の所在地」であり、その異動事項について記載した異動届出書の提出を行って

いる場合は、「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」の提出を省略して差し支え

ありません。 

また、次の場合には、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の公表事項の公

表（変更）申出書」を提出する必要があり、これにより、公表情報が変更されます。 

・ 個人事業者の氏名について「住民票に併記されている外国人の通称」若しくは「住民票 

問 22 適格請求書発行事業者の公表情報に変更等があった場合の手続について教えてください。

【令和３年７月追加】【令和５年 10月改訂】 

 スーパー○○ 

運営会社：国税商事(株) 

登録番号 T9876543210987 

XX年 11月１日 

 

領収書 

牛肉 ※     2,160 円 

雑貨       3,300 円 

小計       5,460 円 

８%対象 2,160 円 

 10％対象 3,300 円 

※は軽減税率対象 

一

致 
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に併記されている旧氏（旧姓）」を公表している場合又はこれらを氏名と併記して公表して 

いる場合に、その公表事項等を変更するとき 

・ 個人事業者等が主たる屋号や主たる事務所の所在地を公表している場合に、その情報に 

変更等があったとき又は公表をしないこととするとき 

なお、通知を受けた適格請求書発行事業者の登録番号は変更することはできません。 

旧姓について、住民基本台帳法令の規定により、やむを得ず住民票に旧姓を併記できない場

合には、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書」に戸籍謄本を添付して提出

することにより、旧姓（氏）での公表をすることができます。既に公表サイトに氏名が公表さ

れている方についても同様の手続により旧姓（氏）での氏名の公表が可能です（既に付されて

いる登録番号は変更されませんのでご留意ください。）。 

（注）１ 住民基本台帳法令の規定により、やむを得ず住民票に旧姓を併記できない場合には、

例えば、過去に住民票に旧姓を併記する手続を行い、その併記した旧姓を削除した後、

再度、氏に変更（婚姻や離婚）がないにもかかわらず、旧姓を併記しようとする場合が

該当します。 

２ 氏名に代えて旧姓を使用するケースにおいては、「適格請求書発行事業者の公表事項の

公表（変更）申出書」の記載に当たっては、「氏名に代えて公表」にチェックを入れてい

ただくようお願いします。 

３ e-Tax により届出書や申出書を提出する場合は、住民票の提出は不要ですが、戸籍謄

本の添付をされる方については、管轄のインボイス登録センターに郵送いただくようお

願いします。 

４ 「住民票への旧姓の併記方法」や「住民票に旧姓を併記できない場合」の詳細につい

ては、お住いの市区町村にお尋ねください。 

「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」及び「適格請求書発行事業者の公表

事項の公表（変更）申出書」は、e-Tax を利用して提出することができますのでぜひご利用く

ださい。また、郵送により提出する場合の送付先は、各国税局のインボイス登録センターとな

ります。届出の概要については、問２《登録の手続》をご参照ください。  


